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共同不法行為の経済分析 (1) 
一一ランディス・ポズナーの分析モデル一一

林田清明

はじめに

法の経済分析の考え方をわが国の共同不法行為法においても生かすこと

ができないか。これが本稿の課題である。このためにはつぎの 3つの問題

があるo 第 1に，何を共同不法行為として考えるか，である。第2に，効

果の問題のうちで，外部的には連帯して責任を負うとしても(民法719条)，

内部負担をどのような原則に立って割りあてることが可能か，である。

法の経済分析は，損害の防止(あるいは抑止)の観点から共同不法行為

を構成している。むろん，これは共同不法行為にかぎらず，一般の不法行

為においても基本的な考え方である。このような法の経済分析の立場は，

不法行為法の目的を損害の公平な負担とする，わが国の伝統的な判例や理

論の考え方1) とは，きわだって異なっている。したがって，第 3の問題は，

抑止の観点からどのように共同不法行為の理論構成が可能となるか，であ

る。

1 .ランディス・ポズナーの経済分析モデル

A.共同不法行為の類型

アメリカ法において，一般に共同および個別責任 (joint and several 

liability) と考えられているのは，つぎの 4つの場合である3
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共同不法行為の経済分析(1)

(1)損害を与えた 2名以上の行為者間に行為の共同性 (concertof action) 

が存在するとき

(2)原告に対する共通の義務 (commonduty)を果さなかったとき

(3){~位責任が認められるとき

(4)独立した行為者の別個の行為が競合して単一で分割できない損害を与

えたとき

であるP

ランディス (WilIiamM. Landes) とポズナー (RichardA. Posner) 

は，以上の 4つの場合を基本的には 2類型とし，さらに 3つに分類してい

る。すなわち，共同不法行為と呼ばれるものは，同時的共同不法行為(simul-

taneous joint tort) と，連続的共同不法行為 (successivejoint tort)の

2つの類型から成っている。同時的共同不法行為とは 2人以上の者の不

法行為の結果，単一あるいは不可分の侵害 (asingle or indivisible injury) 

を被害者が被る場合である。他方，同時的というのは厳密な要件というの

ではない。加害者らのそれぞれの不法行為が同時に起こるか，または，使

用者責任にみられるように，単一の行為があってこれが加害者らの 1つの

不法行為を構成する場合，である3

同時的共同不法行為は，さらに 2つに分類される。 1つは，共同の注意

(joint care)ケースと呼ばれるもの，他は，選択的注意 (altenativecare) 

ケースである。共同の注意ケースは，最初に挙げた一般的な 4分類のうち，

(1)行為の共同性と， (2)共通の義務，に該当する。選択的注意ケースは，前

記(3)代位責任にあたるものである。前記(4)は，共同の注意および選択的注

意のいずれも含むことがある2

連続的共同不法行為は，第 1の不法行為の後，第 2(もしくはこれ以上)

の不法行為が加えられる場合をいう。これらの不法行為はそれぞれ独立し

た個別の行為からも，また共同の行為からも生じうる。たとえば，運転者

が誤って歩行者を瞬き，その後さらに病院で医師が誤った治療をした，と

いう例がこれにあたる。運転手が加えた侵害は最初の損害であり，医師の
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論説

それは増加した損害である。この場合，それぞれの損害は可分の侵害(sepa-

rable injury)である。この点で同時的共同不法行為と異なる。同時的共同

不法行為は，単ーもしくは分割できない侵害の場合である。連続的共同不

法行為では，第 1の不法行為者が過失なく運転しておれば被害者にはまっ

たく損害は生じなかったのである。第 2の不法行為者が適切な注意を払っ

たとすれば，増加した損害の分だけが回避されえたのである。

侵害の可分・不可分は，加害者と被害者の両方の観点からみられる必要

がある?たとえば，前記の，運転手が誤ってはねて，治療をうけるため運ば

れた病院で医師の過誤により，被害者が死亡した例では，加害者の観点か

らは分割できる侵害があるo しかし，被害者の観点からは，単一の侵害が

あるだけであるo したがって，可分・不可分の点でも，この例は同時的共

同不法行為ではなく，連続的共同不法行為にあたるのである。

加害者・被害者いずれの観点からも可分である侵害があるが連続的共同

不法行為とはいえない場合もある。たとえば， AがCの足を撃ち， BがC

の腕を撃って負傷させたという例では， cの足の負傷と腕の負傷とは，被

害者Cそして加害者A・Bのいずれの観点からも分割できるものである。

A・Bは，それぞれ各人が加えた侵害について賠償責任を負えば足りる。

すなわち，いずれの負傷も他の傷の危険を増加させていないときには，連

続的共同不法行為ではなく，各個別責任が成立するのである3

日経済分析の前提

以下での検討のため，ランディス・ポズナーの経済分析による共同不法

行為モデノレの前提についてあらかじめ説明を要する。主要な 2つの前提と

は，事故の費用の低減と，事故の回避のため当事者が払う注意のインセン

ティヴである。

1.事故の費用の低減

事故の費用は，事故による損害と当事者が払った注意の費用の総和(L)

で示すことができる。すなわち，共同不法行為者であるA，Bと被害者で

ある Cの存在を考えると，
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共同不法行為の経済分析(1)

L(x， y， z) =p(x， y， z)D+A(x) +B(y) +C(z) ...・H ・.....・H ・..…(1)

である。ただし，

x=加害者Aの注意のレヴ、エル(x孟 0)

y=加害者Bの注意のレヴェル(y孟 0)

z=被害者Cの注意のレヴ、エル(zと 0)

A(x)=Aの注意の費用(Ax>0かっ Axx孟0)

B(Y)=Bの注意の費用(By>0かっ Byy;;;;0) 

C(z)=Cの注意の費用(Cz>0かっ Czzミ0)

p (x， y， z) =事故の可能'性(px，py， pz< 0， pxx， pyy， pzz孟 0)

D=事故による Cの損害

L (x， y， z) =事故と注意の期待費用 (expectedcosts) 

を意味する?経済分析の立場では，この総和(L)を低減することが，効率

的であり社会的にみても望ましいと考えるわけであるぎ

事故の費用 (L)を低減する方法は， A， B， Cがそれぞれ適切な注意を

払うことである。上記の x，y， zは，実際に A，B， Cが払った注意のレヴ

ェルである。これに対して， x.， y.， z.を注意の効率的レヴェルと定義す

ると，このレヴェルの注意はLを最小にする ;0)そこで， A， B， Cは，それ

ぞれ x<x.，y<y.， z<z.のとき，過失があることになる。このときの注

意のレヴェ/レを， xo， Yo， Zoと表わす。むろん， xo<x.， Yo<y*， zo<z*で

ある。

2.注意を払うインセンティヴ

つぎに，どうしたら A，B， Cの当事者は，それぞれ適切なレヴェルの注

意(前記によると，それぞれ x*，y.， z*)を払うだろうか。これが，事故

の回避(予防)のために注意を払うインセンティヴの問題である。第 1の

解決は，適切な注意を払えば，言いかえると過失がなければ，損害につい

て責任がない，というルールである。これは，過失法そして過失の問題に

おいては明白な原則である。すなわち， x主主xヘyとfならば， Cの損害に

ついて A，Bはともに賠償責任はない。
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論 説

第 2の解決は， x<x*， y<y*であっても z<z敢ならば， A， BはCの損

害に対して賠償責任を負わない，というルールであるPすなわち，加害者

A， Bに過失があったとしても，被害者 Cにも過失があるならばCは賠償

請求できない，というものである。これは，英米法では寄与過失の法理(doctrine

of contributory negligence) と呼ばれるものである。

寄与過失法理の妥当性を被害者P，不法行為者Dの2人の例でみてみよ

つ。

i1000ドjレの事故費用を， Dは100ドルの費用で， Pはわずか50ドルの費

用で防止できたとしようJ12) 

Dに賠償責任ありとすると， Pは防止措置をとろうというインセンティヴ

をもたなくなるだろうPこんどは，反対に，

i1000ドルの事故費用を， Pは100ドルの費用で， Dはわずか50ドルの費

用で防止できるとしよう。J14) 

Pが，寄与過失の法理により賠償請求できないとすると， Dは防止措置を

とるインセンティヴをもたなくなるだろう。したがって，以上から， Pが

事故費用をより安価な費用で回避できたのであれば， Pは損害賠償請求を

することができない，といえる。これが寄与過失の法理による効率的な解

決であるア)

II.同時的共同不法行為

A.共同の注意(jointcare) 

共同の注意ケースは， A， Bの不法行為者それぞれに過失があって被害

者Cには過失がない場合であり，しかも損害は分割できないものであるか

ら， AとBの間での分担は不確実な場合であるFすなわち，前記(1)の等式

を用いると，

L=s.p(xo， Yo， z*)D+A(xo) +Sbp(XO' Yo， z*)D+B(yo) +C(Z*) 

である。ただし， S.， Sbは期待損害の割合である。したがって， S.+Sb= 1 

である。上記の等式をもとに，以下では被害者Cが fレヴェルの注意を払
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共同不法行為の経済分析(1)

うこと，およびこの前提の下に共同不法行為者A，Bがどのレヴェルの注

意を払うか検討してみよう。

なお， Cが適切な注意を払うであろうことは，前述した寄与過失の法理

からも明らかであるが，これはつぎのようにしても証明されうる。すなわ

ち， Cにとって最も悪い場合(つまり， A， B， C全員が適切な注意を払

うとき)と， Cに過失があった場合とを比較すればよい。すなわち，

p(x七yヘzo)D+C(zo)>p(xヘy七 z*)D+C(z*)

である。なぜなら，前述した定義により， x*， y*， z*はLを最小にする注

意の値(注意の効率的なレヴェル)であるから，である。ゆえに， Cはf

という適切な注意を払うインセンティヴをもつのであるF}

被害者Cが注意の効率的レヴェルである f をとるとすると， A，Bはど

のようなレヴ、エルの注意をとるだろうか。 Aに生じうる損失は，一部はB

の事故回避のレヴェルにかかっている。そこで， (a)Bがfを選ぶ場合， A

に過失があるときは p(xo，y*， z*) D+ A (xo)， Aに過失がないときは A(x勺，

の費用が考えられる。ところが， p(xo， y*， z*)D+A(xo) >p(xヘy*，z*) 

D+A(xキ)>A(x車)であるから， Aはつねに f レヴェ/レの注意を選ぶもの

と考えられる♂

つぎに， (b)Bが過失あるように行動する，つまり y。をとると Aが考える

とき， Aはxoか x*のいずれかを選ぶことになる。 xoのとき Aに生じるで

あろう損失は， sap(xo， Yo， z*)D+A(xo)である。 x事のときは， A(x勺で

ある。したがって， Aが XoかX本を選ぶのは， sap(xo， Yo， z*)D+A(xo)三

A(x*)にかかっている。これは，ただちに，いず、れが大きいとはいえない。

A， B両方が相手に過失があると考えて，適切なレヴェル以下の注意(xo

または Yo) をとるのは，

A: sap(xo， Yo， z*)D+A(xo) <A(x傘)

B: Sbp(XO， Yo， z*)D+B(yo) <B(y*) 

のときである。ところで， (2)+(3)は，

(2) 

(3) 

(sa+Sb)p(XO， Yo， z*)D+A(xo) +B(yo) <A(x勺+B(y勺………(4)
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である。しかし，

(sa+Sb)p(XO， yo， z*)D+A(xo) +B(yo) >p(xヘyヘz・)D+A(x・)+
B(y・)>A(x・)+ B(y*)…..，・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・"(5)

であるから，(4)と(5)は矛盾する。したがって(2)と(3)の不等式は同時には成

り立たないことがわかるP

ゆえに，損害が分割できない共同の注意のケースにおいては，各共同不

法行為者の一部求償 (contribution)18.a)を認めないことが必要となる。す

なわち，負担部分や一部求償を認めないときは，不等式(5)により， A， B 

はそれぞれ x.，y.の注意を選ぶと考えられるからである。ここに「共同不

法行為者間には求償はない」という伝統的なノレール19)が存在する理由があ

る。すなわち，判決額を全部支払い終えた被告は他の被告(むろん訴えら

れていない共同不法行為者はいうまでもなく)に対して求償する権利をも

たない，というわけである?この求償なしというルールによって，共同の

注意の共同不法行為者はすべて，事故の総費用を最小にしようとするレヴ

ェルの注意を払うインセンティヴをもつのであるア

以上から， 1人が Lを最小にする最適な注意を選べば，他の不法行為者

も同じレヴェルの注意を払おうとするインセンティヴをもっといえる。こ

れをつぎに 3つの例でみてみよう。ランディス・ポズナーの例は，共用ょ

う壁 (partywall)の例である。

例1.A， Bはよう壁を共用している。 CはA，Bが，ょう壁に適当な

維持をなさないとこれが崩れて損害を受ける，とする。Cへの事故の期

待費用は， 100ドルであり，また，ょう壁の最適な維持費は， A， Bそ

れぞれ40ドルとする。このとき， A，Bが維持費を出費しなかったとす

ると，それぞれの期待責任費用は， Cの損害の 2分のしすなわち50ド

ルである。すると， A，Bは40ドルを出費することによって自分の責任

をゼロにすることができるのである?

つぎに，事故の回避費用が平等(等分)であることは重要ではない。

例 2.事故の費用を先と同じく 100ドルとし，これを Aが79ドル， Bが
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共同不法行為の経済分析(1)

1ドル費すことによって回避できるとする。同じく，A， Bのそれぞれ

の期待責任費用は50ドルである。 Bは 1ドル<50ドルだから 1ド

ルを出費する。 Bがそうすると， Aは79ドル出費しなければ100ドルを

支払うことになるから， Aは79ドルを出費する?と考えられる。

さらに，期待責任費用が平等であることは重要ではない。

例 3.Aの責任費用を80ドル， Bのそれを20ドルとする。例 1では，

A，Bはそれぞれ40ドルをょう壁維持に費すことになっているoしたが

って， Aは， 40ドル<80ドルだから，あきらかに40ドルを出費し事故

を回避しようとする。このように Aがいったん適当な注意を払えば，

Bは， 40ドル<100ドルだから，やはり 40ドルの維持費用を出費しよう

とするのである?

期待責任費用が等分であることは重要ではなく，重要なのは当事者の期

待責任費用の総和が期待事故費用より大きいことである。期待責任費用の

総和が期待事故費用に等しいかそれ以上のときに，損害回避のインセンテ

ィヴが生じるのである?

B.選択的注意 (alternativecare) 

選択的注意ケースにおける共同不法行為では，共同不法行為者のうち l

人が注意を払えばよく，他の者は注意を払わなくてもよい場合である。こ

のうち，誰が注意を払うべきかは，注意の費用がより安価な者である。こ

のとき，損害を回避するための，この者の注意は最適なレヴ、エノレにある36)

ランディス・ポズナーは，つぎのような例をあげている。誰かが過失に

よってガソリンを撒いたままにしているところに，ある者がマッチをおと

した，というような場合である?また，欠陥ある部品のメーカーがもっと

注意深くあるか，あるいは最終製品のメーカーがもっと注意深く検査して

いたならば，消費者への損害は防げたであろう，というような場合である?

このほかに，使用者責任が適用される場合がある?

選択的注意ケースにおける事故と回避費用は，つぎの式で示される。Aを

より安価な費用回避者とし， a， bをそれぞれ A，Bの注意の量，また， A， 

北法37(2・119)243 



論 説

Bそれぞれの注意の費用を ax，by，さらに r=a+bとする(ただし， a< 

bである)。このとき，

L=p(r， z)D+ax十by十C(z)

a<bだから， y*= 0， x*， z"のときに， Lは最小となる。これらは，過失

基準と全部求償 (indemnity)ルールによって得られる?全部求償/レールと

は， AとBをはじめは共同不法行為者として扱うが，最終的には Aに全部

の責任を転嫁するものである。つぎにこれを証明しよう。

Bが注意を払わない場合を仮定する。被害者Cは， z*レヴェルの注意を

選ぶだろうか。 fレヴェルとこれ以下のレヴェルの注意を払ったときの，

Cに生ずる費用を比較すればよい。これらはつぎのようになる。

p(xヘz*)D+C(z*)<p(xヘzo)D十C(zo)

このため， Cはfを選ぶア

また， BはAが適切な注意 (x*)を払えば， A， B両方とも Cの損害に

対する責任を免れるから，注意を払おうというインセンティヴをもたない。

他方， Aに過失がある (x<x勺ときには， Bはどうだろうか。 Bは，いっ

たんは責任ありとされるが，全部求償ルールによって BはAにこれらの費

用を転嫁することができるため， Bは注意を払うことなくして(つまり，

ゼロの注意のレヴェルで)責任を免れることができる?

つぎに Bが注意を払うと仮定する。このとき， Aは適切な注意である f

か過失あるとされる Xoを選ぶほかはない。Aに生じると考えられる費用は，

x本のとき ax¥x。のとき p(xo，z*)D+axoである。ところが，

p(xo， z*) D+axo> p(xヘz*)D十ax事>ax*

であるから， Aはx"を選ぶのである?

このように，選択的注意ケースにおいて全部求償ルールは，事故および

その回避のための注意の費用を最小にするために機能しているといえる。

しかし，これはなお一部求償ルーlレと比較されることを要する。

選択的注意ケースにおいて全部求償ルールのかわりに一部求償ルールが

用いられたらどうだろうか。 Bが注意に出費しないと仮定すると， Aは適
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切な注意 (xっか過失 (xo)を選ぶことになる。この選択は ax*ぎp(xo，

z*)s8D+axoの判断にかかっている (S8は，一部求償/レールのもとでの，損

害額の Aの負担部分)~4) S8が，適切な注意を払おうとしたときの付加的な費

用 (a(x事 -xo))と比較して低いならば， Aは当然に適切なレヴェル以下の

注意 (xo)しか払わない。このとき Bは， p(xo+y， z*)sbD+byを最小に

する yを選ぶことになる。なぜなら一部求償ルー/レの下では， BはAの過

失による損害に対して厳格責任を負うことになるからである。そして， Bが

yを積極的に払うとすると，これはひいては Aの注意のレヴェルを減少さ

せることになる。したがって，選択的注意ケースにおいては，一部求償ル

ールを用いることは注意の分配にとって非効率的であるア

選択的注意ケースで一部求償ルールを用いると不合理な結果となること

はつぎの例からも明らかである。損害額(D)が220ドルとし，これは Aが

注意に10ドルを費やすか， Bが40ドルを費やすかのいずれかによって回避

できるとしよう?負担割合ルールでは， Aが4/5，Bが1/5というように損

害は振り分けられる。すなわち，

A: $10<$176(=$220x4/5) 

B: $40<$44(=$220x1/5) 

である。このとき， Aは自分が10ドルを出費しなくても Bは$40<$44だか

ら注意を払うインセンティヴをもっと考える。よって Aは注意を払わない。

すなわち， Aはゼロの費用で事故を回避できる。他方， Bも同じように考

えるとすると， A，Bのいずれも注意を払わないという結果になる。これは

事故の回避にとって不合理な結果になる。ゆえに，一部負担ルールを用い

るのは，好ましくないといえる。

つぎに， Aの過失に対して最初は Bに責任がありとして，つぎに全部求

償ルールによって最終的に全部の責任を Aに転嫁する実益はどこにあるの

か。たとえば， Aがまったく注意を払わないと仮定する。 Bがこれを知り，

そして Aとともに共同不法行為者とみなされて，事実上 Aの過失に対して

厳格に責任を負うとき， Bはp(y， z*) D+ byを最小にするレヴェルの yを
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選ぶことになる。この yは最適なレヴェルの r*(=x*)を下まわることが考

えられるが， A， Bいず、れもがまったく注意を払わない(ニゼロ)ときより

は好ましい，次善の解決方法であるといえるア Bを共同不法行為者として

責任を一時的に負わせることによって，このような措置をとるインセンテ

イヴを Bはもっ，というわけである。

III.連続的共同不法行為

1 .連続的共同不法行為とは，最初の事故が起ったのちに第 2の事故が発

生する場合である。連続的共同不法行為における損失はつぎの式で示され

る。

L(x， y， z) =pa(x， z) (Da十pb(y)Db)+A(x) +B(y) +C(z) 

ただし， pa(x， z) =A・C間の事故の可能性，

pb(y) =第 2の事故の条件的可能性 (conditionalprobability)， 

Da=最初の事故によって Cに生じた損害，

Db=Cに増加した損害額

である ~8) X*， y*， z*は， Lを最小にする注意のレヴェルを表わしている。

連続的共同不法行為の特色の 1つは，第 1の事故が第 2の事故の条件と

なっていることである。たとえば， AがCを車ではね頭蓋骨骨折させ，そ

してこんどは車のライトを壊したままにして運転していた Bが，道路上に

横たわっていた Cをはね足を骨折させた場合，また，上の例で Bがガード

レールを設置しておらず， Aにはねられた Cがこんどは道路から転落し足

を骨折した場合39)では， Bの不注意は，第 1の事故が発生したのちの Cへ

の加害の可能性を高めているわけである。そこで，第 Iの事故が第 2の事

故の条件になっていないとすると，上記の L(x，y， z)式は，つぎのように

なる。

L(x， y， z) =pa(x， z) (Da+pab(y)Db) + (l-pa(x， z)) nab(y)Db+ 

A(x) + B(y) +C(z) 

しかし，これはず(x，z) Da十pb(y)Db+A(x)+B(y)十C(z)に等しい。す
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なわち，これは， A，Bによるそれぞれ分割できる不法行為ということにな

るのであるアこのときは，連続的共同不法行為ではなく， A，Bがそれぞれ

D8， Dbについての責任を負担することが望ましい。

つぎに，寄与過失ルールは連続的共同不法行為においても維持される。

すなわち，第 1，第2の不法行為者をそれぞれ A，B，被害者を Cとする

と， A， B， C 3人に過失があるとき，あるいは BとCに過失があるがA

にはないときには， CはAとの事故において寄与過失があるから， D8 (A 

との事故で生じた損害)の賠償請求を Aに対してできないFしかし， Aと

の事故で寄与過失があるとき Cは， Db (Bとの事故による損害)の賠償を

Bに対しであるいは A，Bに過失があれば両者に対して求めることができ

ないだろうか。コモン・ローでは一般に，最初の加害を拡大させて損害を

与えた者に対する Cの賠償請求(すなわち，拡大した Db部分について)は

ー肯定されているアすなわち， Cは最初の不法行為で寄与過失があっても，

Bに対する Dbの賠償請求ができる，ということになる。

2.連続的共同不法行為について不合理な結果を生じると考えられる以下

の5つの場合について検討する。これらを通じて連続的共同不法行為にお

ける合理的な解決方法を見出すのである。

(1) まず独立して行動する A，B， Cの3人 (A，Bはそれぞれ加害者，

Cは被害者)ともに過失ある場合である。 A，B， Cがそれぞれ xo，Yo， Zo 

をとったのは，適切な注意(それぞれ x*，y*， z*)を払う費用が，過失あ

る行動によって生じうる費用を超えているからである。すなわち，

A(x・)> p8 (xo， zo) pb (Yo) s8Db + A (xo) 

B(y・)>p8(XO， ZO)pb(Yo)SbDb+B(yo) 

C(z*) >p8(XO， ZO)D8+C(ZO)，である。

これを正しいとすれば，

A(x*) +B(y寧)+C(z*) >L(xo， Yo， zo)，となる。

しかし，これは，定義によると，

A(x*) +B(y*) +C(z*) <L(x九 yぺz*)<L(xo， yo， zo) 

北法37(2・115)239 



論説

であるから誤っている。これはつぎのことを意味する。 3人とも全員が過

失あることはない。つまり，かりに 2人の者に過失があるときには，他の

者は適切なレヴェルの注意を選ぶように行動するのであるP

(2) 被害者 Cが適切な注意を払うとすると，加害者 AとBはどのように

行動するだろうか。 2人とも過失あるとすると，

A(x寧)>pa(xo， Z・)(Da+ pb(yO) saDb)十A(xo)

B(y勺>pa(xo，z勺pb(yO)sbDb+ B(yo) 

のためである。適切な注意を用いる費用が，不注意によって生じる費用を

超えているわけである。上記不等式を加えると，

A(x勺+B(y・)> L(xo， Yo， z・)-C(z*) 

である。しかし，これは誤っている。なぜなら，

A(x・)+B(y勺<L(xヘyヘz*)-C(z・)<L(xo， Yo， z・)ーC(z*)

だからである。これは，被害者が適切な注意を払うと 2人の加害者の少

なくとも一方は適切な注意を払うよう行動することを意味するア

そこで，かりに加害者 Bが適切な注意(y*)を払うとすると， Aはxoを選

ぶことになる。これは， Aにとって，

A(x*) >pa(xo， z*) (Da+pb(y・)Db)+A(xo) 

だからである。しかし， x*はLを最小にする値であるから，上記不等式は

誤っている。ゆえに， BとCがともに適切な注意を払うと Aが考えるとき，

Aもまた適切な注意を払おうとするアまた上の場合， AとBを入れかえた

としても同じである。

(3) A， B 2人がともに過失がないとするとき，被害者Cが過失あるよ

うに行動するのは，

pa(x七 zo)(Da + pb (y‘)Db) +C(zo) <pa(x・， z*)(Da+pb(y)Db)+ 

C(z*) 

だからである。ところが， L(xヘy*，z*) <L(xヘyヘzo)であるから，

L(xヘy・， z*) -A(x勺-B(y・)<L(xヘy七 zo)-A(x*) -B(y・)

である。ゆえに，最初の不等式は誤っている。つぎのことがいえる。 A，B 
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がそれぞれ x*，y*をとるとき，被害者もまた適切な注意 (z*)を払うよう

行動するのであるP

(4) 加害者の 1人， Aが適切な注意を払い，もう 1人の加害者 Bと被害

者 Cとに過失があるとき， Bが不注意であった (yo)のは， B(y事)>p8(X*， 

zo) pb(yO) Db+ B(yo)だからである。ところが，

B(y・)<p8(Xヘz*)pb(y*)Db+B(y*)<p8(Xヘzo)pb (yO) Db+ B (Yo) 

であるから，先の不等式は正しくないアこのとき Bはfを選ぶから，結局，

X.， y" z*の場合と同じことになる(前述(3)参照)。

(5) 最後に，加害者A と被害者Cとが不注意で、あり，もう 1人の加害者

Bがf を選ぶ場合が考えられる。 Cが Zoを選ぶのは，

C(z*) >p8(XO' ZO) (D8+pb(y勺Db)+C(Zo) 

と考えるためである。しかし，これは誤っている。なぜなら，

C{z*) <p8{Xヘz*)(D8十pb(y.)Db)十C(z*)<p8(XO， zo)・

(D8+pb(y勺Db)+C(Zo) 

であるからである。したがって， Cはf を選ぶことになるが， Cが f をと

ればAもまた x‘を選ぶことになるのであるア

3.不合理な結果を生ずると考えられる 5つの場合を検討したが，ランデ

ィス・ポズナーはつぎのように結論づけている。

(i)第 1の加害者は，被害者の全部の損害 (D8+Db)について賠償責任を負

い，第 2の加害者は増加した損害の部分 (Db
) についてのみ責任を負う。

また， (ii)適切な注意のレヴェルが効率的なレヴェルであるとき，連続的共

同不法行為においては各当事者は効率的な注意のレヴェルを選ぶのであるア

したがって，第 1の加害者 Aは，自己が被害者 Cに損害の全部 (D8+Db)

を賠償したとしても，Dbについて Bに対して求償することはできないので

ある。

この結論は，公平の見地からは第 1の加害者にとって損害負担が過重で

酷であると思われるかもしれない。しかし，これに対してはつぎのように

説明することができる。第 1の加害者はその事故を回避することによって
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最初の損害と同様，増加した損害も回避することができたであろう。つま

り，第 1の事故がなければ第 2の事故の発生もありえなかったからである。

ところが，第 2の加害者が，第 2の事故を回避することは考えられでも，

第 1の事故までを回避できることは考えられない。したがって，第 2の加

害者に第 1の事故による損害についての責任を負担させても，損失分散の

目的は果せないことになる?ランディス・ポズナーはコモン・ローのルー

ルもこれと一致するとしている。他方，第 1の加害者が第2'の事故による

損害についてまで負担をし，しかもこの部分の求償を認めないのは，連続

的共同不法行為の定義(すなわち，第 1の事故が第 2の事故の条件となっ

ていること)のためと，求償を認めることによる費用の増加51)のためであ

る。

連続的共同不法行為において，被害者が第 2の加害者を訴えることが考

えられる。この場合，第 2の加害者が責任を負うのは，この者が惹起した

事故による損害の部分，すなわち増加した損害の部分 (Db
)の賠償である。

第2の加害者に対して損害の全部(Da+Db)の賠償を求めることはできな

)
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小括

ランディス・ポズナーは，共同不法行為における損失の分散を経済学的

視点、から検討している。損失の分散に関する法的なルールを事故およびこ

れに関する費用(事故の社会的費用)を最小にしようとするものとして説

明するのである。

ランディス・ポズナーの分析の結果，同時的共同不法行為の場合のうち，

共同の注意ケースにおいては一部求償なし，選択的注意ケースにおいては

全部求償をみとめる，また，連続的共同不法行為の場合には，一部求償な

し，とすることによって，事故の社会的費用を低減することができ，かっ

各共同不法行為者および被害者も適切な注意を払うインセンティヴをもつ

のである。いいかえると，共同不法行為においては上記のように損失の分
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散を決定することが効率的なのである。

ランディス・ポズナーのこのような経済的分析モデルをわが国の不法行

為において応用しようとするとき，障害となると考えられるのは，寄与過

失ルールの前提と共同不法行為者聞の内部負担の問題であろう。寄与過失

/レールについては，被害者に過失があるときは賠償請求できないというよ

うには，わが国の不法行為法では考えられていないと思われるからである。

また，共同不法行為者間の内部負担については，一部求償なしと全部求償

のいわばオール・オア・ナッシング的な方法ではなしそれぞれの過失の

程度あるいはいわゆる寄与度に応じた細かな負担割合を採っているように

思われるからである。これらの 2つの問題の解決とわが国の判例などへの

具体的な応用を検討することが，つぎの課題である。(続)
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